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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（抜粋） 

 

（鳥獣保護管理事業計画） 

第四条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施

に関する計画（以下「鳥獣保護管理事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 

二 第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に

規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項 

三 鳥獣の人工増殖（人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。）及び放

鳥獣（鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。）に関

する事項 

四 第九条第一項の許可（鳥獣の管理の目的に係るものに限る。）に関する事項 

五 第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六

十八条第一項に規定する猟区に関する事項 

六 第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画を作成する場合においては、その作成に

関する事項 

七 第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を作成する場合においては、その作

成に関する事項 

八 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項 

九 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 

３ 鳥獣保護管理事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関す

る普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努

めるものとする。 

４ 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第五十一条の規定により置かれる審

議会その他の合議制の機関（以下「合議制機関」という。）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。 

 

（鳥獣保護区） 

第二十八条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該

鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区

として指定することができる。 

一 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区域 

二 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と認める区域で

あって、前号に掲げる区域以外の区域 

２ 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保

護区の保護に関する指針を定めてするものとする。 

３ 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする

とき（変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六項までにおい

て同じ。）は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 

４ 環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする
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ときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算

して十四日（都道府県知事にあっては、その定めるおおむね十四日の期間）を経過する日まで

の間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案（次

項及び第六項において「指針案」という。）を公衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしよ

うとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大

臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。 

６ 環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があった

とき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、環

境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知事にあっては公聴会の開催その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

７ 鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期間を定

めてこれを更新することができる。 

８ 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の

規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でない

と認めるときは、その指定を解除しなければならない。 

９ 第二項並びに第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項の規定は第七項ただし書の規

定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行う指定及びそ

の変更（鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。）について、第四条第四項及び第十二条第

四項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更（第四条第四項の場合

にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。）について、第十五条第二項、第三項、

第十三項及び第十四項の規定は第一項の規定による指定及びその変更について準用する。この

場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その

旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同

条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用

する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

１０ 第十二条第四項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除

について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除について準用す

る。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるの

は「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第

二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

１１ 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理

由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な

営巣、給水、給餌（じ）等の施設を設けることを拒んではならない。 

 

（特別保護地区） 

第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣

の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定すること

ができる。 

２ 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内にお

いて環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。 

３ 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第一項の

規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でない

と認めるときは、その指定を解除しなければならない。 
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４ 第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定は第一項の規

定により環境大臣が行う指定及びその変更（特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延

長するものに限る。）について、第四条第四項及び第十二条第四項の規定は第一項の規定によ

り都道府県知事が行う指定及びその変更（第四条第四項の場合にあっては、特別保護地区の区

域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。）について、第十五条第二項、第三項、第

十三項及び第十四項並びに第二十八条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による指

定及びその変更（同条第三項から第六項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、

又は存続期間を延長するものに限る。）について準用する。この場合において、第十二条第四

項中「環境大臣に届け出なければ」とあるのは「特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当

該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の

存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣

に協議しなければ」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあ

るのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関

する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項におい

て読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

５ 第十二条第四項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、第十

五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除について準用する。この場合に

おいて、第十二条第四項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十五条第

二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」

と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第五項において読み替え

て準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

６ 環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第四項の規定による協議を受

けた場合（第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張する

ときに限る。）は、農林水産大臣に協議しなければならない。 

７ 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣が指定

する特別保護地区（以下「国指定特別保護地区」という。）にあっては環境大臣の、同項の規

定により都道府県知事が指定する特別保護地区（以下「都道府県指定特別保護地区」という。）

にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障

がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別

保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。 

一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 

二 水面を埋め立て、又は干拓すること。 

三 木竹を伐採すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特

別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響

を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。 

８ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区に

あっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申

請をしなければならない。 

９ 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければならない。 

一 当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

二 当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

１０ 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要がある
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と認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（県規則）（抜粋） 

 

（鳥獣の保護に支障がないと認められる行為） 

第7条  法第29条第7項ただし書の知事が定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、

次に掲げる行為とする。 

 一 知事が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が 1ヘクタール以下であるも

の 

 二 単木択伐、木竹の本数において 20パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは

除伐 

 三 次に掲げる工作物の設置 

  イ 住宅及びこれに附属する工作物 

  ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑 

  ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎 

  ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設 

  ホ その面積が 30平方メートル以内の休憩所又は停留所 

  ヘ その高さが 5メートル以内の展望台 

  ト その延長が 500メートル以内の歩道 

  チ その高さが 3メートル以内であり、かつ、その長さが 5メートル以内の公園遊戯施設 

  リ その面積が 15平方メートル以内の公衆便所 

  ヌ その高さが 5メートル以内であり、かつ、その面積が 15平方メートル以内の仮工作物 

  ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物 

  ヲ その延長が 500メートル以内の道路（軌道を含む。）の改修のための工作物 

  ワ 自然木を利用した仮設軽索道 

  カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが 5メートル以内であり、かつ、その

面積が 15平方メートル以内のもの 


